
広島市長　松井 一実　様

小学生を天皇来広行事に参加させないことを求める要請書

　　　　　　　　　　　　　　　　教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま 

共同代表　石原 顕　内海 隆男　菊間 みどり　柴田 もゆる

連絡先　岸 直人　090-6830-6257

　 

　２０２５年６月１９日に天皇が平和記念公園を訪問する際に、広島市は５月９日に市内の校長に児童

を天皇来広行事に参加させるよう「天皇皇后両陛下のお出迎えについて（お願い）」を出しました。校

長は保護者に、参加児童の名簿（所属学校、学級、名前、よみがな）を宮内庁に提出することの同意を

求めました。

１． 児童を天皇来広行事に参加させることは児童・保護者の「思想・良心の自由」を侵害すること  

校外学習として児童を天皇の「お出迎え」に参加させようとすることは、「歓迎ができない」という

強い思いのある児童・保護者に保障されている憲法１９条「思想・良心の自由」の侵害になると考えら

れます。「思想・良心の自由」とは、個人が自らの思想や信念を自由に持つことができることであり、

国家権力によって強制されることがない権利です。この場合広島市が「出迎えができない」思いを持つ

児童・保護者に参加を求める大きな圧力をかけることになると思われます。「歓迎ができない」思いを

持つ児童・保護者は通常の学習では経験することのない葛藤に苦しむことになります。

２． 児童を天皇来広行事に参加させることは児童・保護者の「表現の自由」を侵害すること  

児童・保護者に名簿提出への同意を求めることは、不同意の保護者には、「出迎え」ができないとい

う思想・良心の表明を強制することになるので憲法２０条が保障する表現しない自由を含む「表現の自

由」を侵害することにもなると考えられます。

同意しない場合、校外学習に参加しない児童は、学習する権利を守られるのでしょうか。学校は 天皇

来広行事に参加しなくてもよいことを児童・保護者に説明するのでしょうか。学校は児童の不参加をほ

かの児童や保護者にどのように説明するのでしょうか。今の日本の社会の中では SNS などによって参加

しない児童やその保護者に対する誹謗中傷が行われる危険性は極めて高いと考えられます。

３． 児童を天皇来広行事に必ずしも参加させる必要はないこと  

　去る６月４日、天皇が沖縄を訪問した際に沖縄の児童は天皇訪沖行事に動員されていません。上記の

ような人権侵害を生む危険性を持つ天皇来広行事への児童の動員に公教育がかかわるべきではないと思

います。天皇来広を歓迎する、しないはあくまでも個人の判断によるべきで、行政、公教育が介入した

り強制したりすべきものではありません。

　このような理由で以下要請をします。



４．要請項目

一　学校行事として天皇の来広行事に児童を参加させないこと

二　広島市が小学校に出した「天皇皇后両陛下のお出迎えについて（お願い）」を撤回すること


